
令和７年第 10回姶良市教育委員会定例会 
 
 

  日 時：令和７年 10月 10 日 開会 午前９時 50 分 閉会 午前 10 時 20 分 

  場 所：姶良市役所本館２階会議室１・２・３ 

 

１ 出席者 

前田教育長、岩元委員、藤田委員、高橋委員、勝間田委員 

 

２ 教育委員会事務局の出席者 

享保教育部長、留野次長兼教育総務課長、松尾次長兼学校教育課長、折田次長兼社会教育 

課長兼図書館事務局長、坂元保健体育課長 
 

 

３ 議事 

 

議案等番号 

 

 

件    名 

 

結果 

 

報告第 13号 

 

令和７年度姶良市一般会計補正予算（第５号）（教育費）

に関する件 

 

承認 

 

議案第 35号 

 

重富小学校の敷地の設定に関する件 

 

可決 

 

 

４ 議事録 

 

教育部長  ただいまから令和７年第 10 回姶良市教育委員会定例会を開会いたします。 

      本日の議題は報告１件、議案１件となっておりますのでよろしくお願いいたしま 

      す。 

それではこれ以降の議事の進行につきましては、前田教育長にお願いいたします。 

 

教育長   この会議は公開を原則としておりますが、本日の会議を公開することにご異議ご 

ざいませんでしょうか。 

 

委員    なし。 

 

教育長   異議なしと認めます。よって本日の会議は公開することといたします。 

      それでは日程第１、議事録の承認署名についてです。 

      皆様、前回会議の議事録の署名はお済でしょうか。 

 

委員    はい。 

 

教育長   それでは前回の議事録は承認されたものと認めます。 

次に日程第２、委員及び教育長の報告について委員の皆様から何かご報告はござ 

いませんでしょうか。 
 
委員    おはようございます。９月 14日、市の中学校で体育祭がありました。私は加治木 

中学校に出席いたしました。加治木中では生徒による運営として、開会式等すべ 



て生徒が行っておりました。生徒の生き生きした顔や態度等すばらしい体育祭だ 

ったのではないかと思うことでした。９月 16 日、帖佐幼稚園・小学校、18日姶良 

小学校、29 日山田小・中学校の学校訪問があり出席いたしました。それぞれの学 

校の取り組みの成果や課題について話し合いました。不登校生の数がちょっと減 

少していることがとても印象に残ったところでした。先生方の努力にも感謝いた 

します。９月 28 日小学校特認校の運動会が予定されておりましたが雨で永原小を 

除いて順延となり出席できませんでした。10 月５日、市の幼稚園の運動会があり 

帖佐幼稚園に行きました。50周年記念ということで、閉会式後も保護者の方々が 

くす玉やバルーンクラッカーなどの披露もされて最後まで盛り上がり、素晴らし 

い運動会でした。朝７時からの準備、終了後の後片付けをおやじの会を中心にす 

べてしてくださるので大変助かっていますと園長先生からのお話がありました。 

ただ終了時間が１時間ぐらい遅かったので、３歳の子供たちの中には寝てしまう 

子供もいて、先生方が抱っこして閉会式に出席するという姿も見られました。来 

年度は競技内容や競技数を考え直されたほうがいいのではと思うことでした。 

以上です。 
 

教育長   ありがとうございました。 

それでは私の方ですが、運動会等の出席、学校訪問とご苦労様でございました。 

特認校につきましては、竜門小学校の会場変更や他の学校の日程変更等ありまし 

たが、無事に済んで良かったと思います。 
それから９月議会については後程報告がありますが、一般会計補正予算の中で、 

重富小学校のプレハブ校舎の整備事業に関して、いろいろご意見をいただき、附 

帯決議が出されております。 
新聞報道等でありましたが、来年度以降、小中学校の土曜授業が３回程度を限度 

とすることとなります。本市では、基本的には学校の判断に任せるということに 

しました。 
来年度以降の始業式、入学式の日程についてこれまでよりも遅らせること、そし 

て始業式と入学式を別日に行うということを検討しておりますので、来月詳細を 

お伝えしたいと思います。以上です。 
それでは日程第３、報告第 13号、令和７年度姶良市一般会計補正予算（第５号） 

（教育費）に関する件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 
 

事務局   それでは報告第 13 号、令和７年度姶良市一般会計補正補正予算（第５号）（教育 

費）に関する件についてご説明いたします。資料の１ページをご覧ください。 
今回の補正では、８月８日未明からの豪雨に伴う災害復旧に要する経費において 

被災者の支援にかかる経費等を追加したもので、先月 25 日に開催されました令和 

７年第３回定例会の最終本会議に追加で提案し議決されましたので報告いたしま 

す。資料の２ページをお開きください。 
市全体の歳入総額になります。表の一番下の段の歳入合計欄をご覧ください。 
今回の補正額は、全市全体で３億 882 万 1000 円の増額で、補正後の予算額は 477 

億 7070 万円になります。資料５ページをお開きください。 
歳入歳出予算事項別明細書になります。左側の列、10 教育費の行をご覧ください。 
教育費につきましては、補正前の予算額が 31 億 4966 万 9000 円に対し、今回の補 

正が 107 万 3000 円の増額補正で、補正後の予算額が 31 億 5074 万 2000 円となり、 

財源はすべて一般財源となっております。資料６ページをご覧ください。 
補正予算の内容については、それぞれの担当課から説明いたします。 

 

事務局   資料６ページ、３の学校教育事務局費、委託料、金額は 84 万 3000 円になります。 

      特認校スクールバス運行関係費委託料、スクールバス運転委託料になります。こ 

れは８月の豪雨災害時、竜門小学校付近の中田橋が崩壊したことにより、通学距 

離が延びた児童４名のタクシー代になります。以上です。 



事務局   社会教育費、図書館費になります。書籍本の購入費になります。 
同じく８月８日の水害により、事業所・個人等で濡れたり紛失したりした 107 冊 

分の書籍購入金額となります。以上です。 
 

教育長   質疑を行います。ご質問等ございませんでしょうか。 
 

委員    なし。 

 

教育長   それでは質疑なしと認めます。お諮りいたします。 
報告第 13号、令和７年度姶良市一般会計補正予算（第５号）（教育費）に関する 

件は事務局からの報告の通りご了承いただけますでしょうか。 
 

委員    はい。 
 

教育長   異議なしと認めます。 
よって、報告第 13号については承認されました。 
次に日程第４、議案第 35 号、重富小学校の敷地の設定に関する件を議題とします。 
事務局の説明をお願いします。 

 

事務局   資料の７ページをご覧ください。 
議案第 35号、重富小学校の敷地の設定に関する件について説明いたします。本件 

は重富小学校の南側の宅地について、土地開発基金で先行取得していたものを買 

い戻して重富小学校の敷地として設定するものです。設定する教育財産としては 

学校敷地で、設定する所在地及び面積は、所在が姶良市平松 5644 番 1、種別が宅 

地、面積が 699.51 平方メートルになります。取得予定日は令和７年 10 月で、設 

定前の所有者は姶良市財政課、設定後の所管課は教育総務課になります。 
次に資料８ページ、敷地の位置図をご覧ください。今回取得する土地は重富小学 

校南側の隣接地になります。先月の定例会で説明しましたが、重富小学校では児 

童数の増加と特別支援教室の増加により空き教室がありません。そこで今年度中 

にリース契約により新たにプレハブ校舎を建設するため、工事用車両等の進入路 

を設置する必要があることから今回土地を取得し、重富小学校の敷地として設定 

するものです。以上です。 
 

教育長   ご質問等ございませんでしょうか。 
 

委員    なし。 

 

教育長   それでは質疑がなければ、お諮りいたします。 
議案第 35号は事務局提案の通り可決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

委員    なし。 

 

教育長   異議なしと認めます。 
よって議案第 35 号、重富小学校の敷地の設定に関する件については可決されまし 

た。議案は以上です。 

それでは日程第５、事務連絡に入ります。まず委員の皆様から何かございますか。 

 

委員    なし。 

 

教育長   それでは事務局からお願いします。 
 



事務局   本日机上配布いたしました議決書をご覧ください。 
この議決書につきましては、９月議会で提案いたしました議案第 61号、令和７年 

度姶良市一般会計補正予算（第４号）に対する附帯決議になっております。裏面 

をご覧ください。附帯決議について読み上げます。 
議案第 61号、令和７年度姶良市一般会計補正予算（第４号）において、重富小学 

校プレハブ校舎整備事業の実施に際し、以下の意見を付するものとする。 
１ プレハブ校舎整備によって当面の教室不足が解消されるとしているが、今後 

の宅地開発や民間賃貸住宅の動向など、児童数増減の要因を関係各課と共有し、 

的確な需要予測に努めること。 

２ 姶良市全体の学校の状況を踏まえ、児童数の減少が著しい地域と格差是正を 

図るため、必要に応じて校区の見直しや特認校制度、一時的な越境通学制度の導 

入等を検討し、市民の意見を反映させるとともに、十分な説明を行い、理解を得 

ること。 
３ 校舎の老朽化と併せて、防災上の観点から重富小学校の建替え適地の妥当性 

を検証するとともに、重富中学校との小中一貫化を含む学校のあり方を総合的に 

検討すること。 
４ 上記事業及び関連する学校施設整備については、その進捗状況を適宜議会に 

報告すること。 
以上、議案第 61 号に対する附帯決議とするということで、最終本会議の９月 25 

日に決議されました。 

今後、重富小学校のプレハブ校舎を今年度中に建設しますが、こちらの附帯決議 

にあった通り、児童数の増減等の予測を立て、随時議会に報告しながら検討して 

いきたいと思っております。議会に報告する前に必ず教育委員の皆様に報告内容 

についてはお伝えさせていただきます。 
今後の予定として、来年度教育振興基本計画の改定時期となりますで、学校区の 

あり方や特認校のあり方等を総合的に検討し、教育委員会としての大きな方向性 

を決めていきたいと思います。併せて、重富小学校の整備の方向性についても協 

議し、基本構想等を検討していきたいと考えております。いずれもアンケートや 

地域住民、ＰＴＡの皆様方からのご意見等も踏まえながら進めていきたいと思っ 

ております。以上です。 
 

教育長   附帯決議が出され、教育部として今後どのように対応していくのかということが 

問われたことになります。来年度に向けて、一つ一つ重たい案件となりますが、 

適宜検討結果等について 12 月議会以降報告していきたいと思います。 

以前から議会等でも出されておりましたが、重富小学校の児童数の増加、教室数 

の不足によりここ数年で何度かプレハブ校舎を建設しているということで、我々 

の見通しに対するご意見がありました。また、重富小学校の敷地に裏山が隣接し 

ており、危険ということで建て替えるならば別の場所へというご意見、重富中学 

校との小中一貫校という考え方等が出されました。もちろんそれに対して討論の 

中で反対意見もありましたが決議されましたので、今後いろいろと具体で考えて 

いくということにしております。以上です。 
他に何か事務局からありますか。 

 

事務局   本日配付させていただきました、令和７年度姶良市小学校陸上記録会開催の案内 

をさせていただきます。毎年度開催している陸上記録会を、本年は令和７年 11月 

13 日木曜日に、ビーラインスポーツパーク陸上競技場で開催いたします。８時 35 

分から開会式を行い、11 時 40 分にすべての日程を終了する予定となっております。 
当日の天候による中止の判断は朝６時に行いますので、中止の場合は教育総務課 

の LINE でご連絡いたします。バスの手配等がありますので、延期はせずに中止と 

なります。 
観覧される場合は、陸上競技場の第２駐車場を来賓役員用として準備しておりま 



すので、そちらをご利用ください。また、駐車される際は本日あわせて配付して 

おります駐車許可証を係員が確認できるように車の正面に掲示してください。 
以上です。 

 

教育長   それでは最後に行事予定の確認に移ります。 
 

 

 

＜各課より行事予定の説明＞ 

 

 

 

教育長   行事予定の確認でした。何かご質問等ございませんか。 
それでは以上で本日のすべての議事が終了いたしました。 
お諮りいたします。議事録の字句等の軽微な訂正につきましては、私にご一任い 

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 

委員    はい。 
 

教育長   それでは、議事録の軽微な訂正は私に一任されました。 

以上で令和７年第 10 回教育委員会定例会を終了いたします。 
ご苦労様でした。 


